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住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
は
も
う
お

済
み
で
し
ょ
う
か
。
ど
の
住
宅
で
も
、
今

年
の
五
月
三
一
日
ま
で
に
設
置
す
る
こ
と
が

義
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
、
設
置
し
て

な
い
世
帯
は
、
早
め
に
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

【
な
ぜ
警
報
器
を
設
置
す
る

　
　
　
　
　
　
　

必
要
が
あ
の
か
】

　

近
年
、
全
国
的
に
住
宅
火
災
が
増
え
、

そ
れ
に
伴
っ
て
死
者
の
数
も
急
増
し
て
い

ま
す
。
し
か
も
、
死
者
の
六
〇
㌫
は
六
五

歳
以
上
の
高
齢
者
で
、
死
因
の
大
半
は
火

災
に
気
づ
く
の
が
遅
れ
た
こ
と
と
、
逃
げ

遅
れ
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
平
成
一
六
年
に
消
防
法
が
改
正

さ
れ
、
す
べ
て
の
住
宅
に
住
宅
用
火
災
警

報
器
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
で
す
。

【
ど
こ
に
、
ど
ん
な
タ
イ
プ
の

　

 

も
の
を
設
置
し
た
ら
良
い
の
か
】

　

設
置
場
所
は
、基
本
的
に
は
、「
寝
室
」、

「
階
段
」、「
台
所
」
の
三
か
所
で
す
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
感
知
の
方
法

に
よ
っ
て
「
煙
式
」
と
「
熱
式
」
の
二
種

類
が
あ
り
ま
す
が
、基
本
的
に
は
「
煙
式
」

を
設
置
し
、
台
所
の
場
合
は
、「
煙
式
」、

「
熱
式
」
の
ど
ち
ら
で
も
良
い
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。（
た
だ
、
火
災
の
早
期
発

見
の
観
点
か
ら
、
煙
式
を
設
置
す
る
こ
と

を
推
奨
し
て
い
ま
す
。）

　

ま
た
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
購
入
さ

れ
る
際
は
、日
本
消
防
検
定
協
会
の
安
全
・

安
心
マ
ー
ク
（「
Ｎ
Ｓ
」
マ
ー
ク
）
の
付

い
た
製
品
を
お
求
め
く
だ
さ
い
。

【
悪
質
な
訪
問
販
売
に
注
意
】

　

最
近
、
役
場
や
消
防
署
職
員
を
装
っ
た

り
、
設
置
し
な
い
と
法
律
で
罰
せ
ら
れ
る

な
ど
と
言
っ
た
り
し
、
住
宅
用
火
災
警
報

器
を
法
外
な
高
値
で
売
り
つ
け
る
悪
質
な

訪
問
販
売
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

町
や
消
防
署
の
職
員
が
、
警
報
器
を
販

売
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
法
律
で

罰
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
住
宅

用
火
災
警
報
器
の
販
売
で
不
審
な
こ
と
や

不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
消
防
本
部

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
貴
重
な
生
命

と
財
産
を
守
る
の
に
不
可
欠
な
も
の
で

す
。
ぜ
ひ
、早
め
に
設
置
を
し
ま
し
ょ
う
。

問 

合
せ　

消
防
総
務
課
☎
八
七
六

－

〇
一

一
九
内
線
三
三
二

防
災
担
当
部
署
の
移
管

　

災
害
対
策
に
関
す
る
情
報
や
防
災
訓
練

等
の
防
災
事
務
全
般
を
担
当
し
て
い
る
防

災
係
は
、
四
月
一
日
に
消
防
本
部
消
防
総

務
課
か
ら
町
の
総
務
部
総
務
課
に
事
務
移

管
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
事
務
に
つ
い
て
は
消
防
本
部

（
三
階
）
で
し
ま
す
。

問
合
せ　

総
務
課
防
災
係

　

☎
八
七
六

－

〇
一
一
九

「
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
チ
ャ
イ
ム
」

放
送
時
間
等
を
変
更
し
ま
す

　

毎
日
、
一
七
時
に
防
災
行
政
無
線
で
放

送
し
て
い
る
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
チ
ャ
イ
ム

（
浜
辺
の
歌
）
の
放
送
時
間
を
四
月
一
日

か
ら
一
八
時
に
変
更
し
ま
す
。あ
わ
せ
て
、

チ
ャ
イ
ム
音
も
（
赤
と
ん
ぼ
）
に
変
更
し

ま
す
。

問 

合
せ　

総
務
課
防
災
係

　
　
　
　

☎
八
七
六

－

〇
一
一
九

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

－

設
置
期
限
は
五
月
三
十
一
日
ま
で
で
す

－

防
災
行
政
無
線

　

防
災
行
政
無
線
は
災
害
情
報
や
町
か
ら

の
お
知
ら
せ
を
皆
さ
ん
に
一
斉
に
伝
え
る

設
備
で
す
。
た
だ
、
風
向
き
等
に
よ
っ
て

は
内
容
が
聞
き
取
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
聞
き
取
れ
な
い
場
合
は
次
の
ポ
イ
ン

ト
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

【
緊
急
性
の
区
別
】

・ 

男
性
の
声
…
災
害
情
報（
緊
急
性
あ
り
）

※ 

津
波
情
報
や
東
海
地
震
の
警
戒
宣
言
な

ど
、
重
大
な
内
容
の
時
は
サ
イ
レ
ン
も

併
用
し
ま
す
。

・ 

女
性
の
声
…
そ
れ
以
外
（
緊
急
性
の
な

い
も
の
）

【
放
送
が
聞
き
取
れ
な
い
場
合
】

・ 

消
防
テ
レ
ホ
ン
ガ
イ
ド
（
☎
八
七
五

－

四
〇
〇
〇
）

　

放
送
と
同
じ
内
容
が
電
話
で
聴
け
ま
す
。

・
防
災
情
報
メ
ー
ル

　

 

予
め
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
登
録
し
て
お

く
と
放
送
と
同
じ
内
容
が
メ
ー
ル
で
届

き
ま
す
。
登
録
方
法
は
町
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

・ 

湘
南
ビ
ー
チ
Ｆ
Ｍ（
周
波
数　

七
八
・
九
）

　

 

放
送
と
同
じ
内
容
を
ラ
ジ
オ
で
放
送
し

ま
す
。

問
合
せ　

総
務
課
防
災
係

　

☎
八
七
六

－

〇
一
一
九
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お
知
ら
せ

子
ど
も
の
安
全　

四
つ
の
お
約
束

普
通
救
命
講
習受講

者
募
集

　

消
防
本
部
で
は
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
取
り
扱
い

を
含
む
救
命
講
習
を
し
て
い
ま
す
。

日
時　

五
月
二
〇
日（
金
）

　

九
時
〜
一
二
時

※ 

定
員
に
達
し
た
場
合
に
は
、
午
後
の
部

一
三
時
三
〇
分
〜
一
六
時
三
〇
分
を
開

催
し
ま
す
。

場
所　

消
防
庁
舎
地
下
講
堂

対 

象　

町
内
在
住
在
勤
の
一
五
歳
以
上
の

人
定
員　

一
六
人
（
先
着
順
）

申
込
み
・
問
合
せ

　

 

申
請
書
に
必
要
事
項
を
書
い
て
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

消
防
本
部　

☎
八
七
六

－

〇
一
一
九

　

 

内
線
二
二
二　

八
七
六

－
一
二
六
三

締
切　

四
月
三
〇
日（
土
）一
七
時

　 3月 3日（木）ニッショーホール（東京都港区）において、
葉山町消防本部（有馬消防長）・消防団（石井消防団長）が
久保消防庁長官から表彰旗を全国の代表として受領しまし
た。
　『表彰旗』は、防災思想の普及、消防施設の整備、その他
災害の防ぎょに関する対策の実施について、その成績が特
に優秀で、かつ他の模範となると認められる消防機関に贈
られるものです。
問合せ　消防総務課☎876－0119　内線315

平成22年度消防功労者消防庁長官
表彰の「表彰旗」を受章しました

　

四
月
は
入
学
式
な
ど
が
あ
り
、
新
し
い

生
活
が
始
ま
り
ま
す
。
特
に
入
学
生
は
新

し
い
学
校
へ
の
登
下
校
に
慣
れ
て
い
な
い

面
も
あ
り
ま
す
。

　

一
方
で
、
町
内
で
は
年
に
数
件
程
度
、

子
ど
も
を
狙
っ
た
声
か
け
事
案
が
発
生
を

し
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
生
活
を
楽
し
い
も
の
に
す
る
た

め
に
、
注
意
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ

と
や
危
険
な
場
所
に
つ
い
て
ご
家
族
で
話

し
合
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
地
域
の
皆
さ
ん
も
子
ど
も
た
ち

の
登
下
校
を
温
か
く
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

一
つ
目
の
お
約
束

「
出
か
け
る
と
き
は
行
き
先
を
言
う
」

　

出
か
け
る
と
き
は
必
ず
、
家
の
人
に
、

ど
こ
に
行
く
の
か
、
誰
と
遊
ぶ
の
か
、
何

時
頃
帰
る
の
か
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。
み
ん

な
が
ど
こ
に
い
て
何
時
に
帰
っ
て
く
る
か

を
知
っ
て
い
れ
ば
安
心
で
す
。
家
の
人
が

い
な
か
っ
た
ら
、
電
話
を
し
た
り
、
手
紙

を
書
い
た
り
し
ま
し
ょ
う
。

二
つ
目
の
お
約
束

「
一
人
で
は
遊
ば
な
い
」

　

一
人
で
い
る
子
ど
も
が
狙
わ
れ
や
す
い

で
す
。

　

一
人
で
遊
ん
で
い
た
ら
、
危
な
い
目
に

あ
っ
た
時
も
助
け
て
く
れ
る
人
が
い
ま
せ

ん
。必
ず
友
達
と
一
緒
に
遊
び
ま
し
ょ
う
。

　

留
守
番
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
ド
ア

は
す
ぐ
に
開
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

三
つ
目
の
お
約
束

「
知
ら
な
い
人
に
は
つ
い
て
い
か
な
い
」

　
「
お
菓
子
を
買
っ
て
あ
げ
る
」「
お
家
の

ひ
と
が
怪
我
を
し
た
」
と
嘘
を
つ
い
て
だ

ま
そ
う
と
す
る
人
が
い
ま
す
。
絶
対
に
つ

い
て
い
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
心
配
な
と

き
は
、家
の
人
に
確
か
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
名
前
入
り
の
も
の
は
表
か
ら
見

え
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
知
ら
な
い

人
か
ら
名
前
で
呼
ば
れ
る
と
、
つ
い
信
用

し
て
つ
い
て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

四
つ
め
の
お
約
束

「
こ
わ
い
時
に
は
大
声
を
出
し
て
逃
げ
る
」

　

知
ら
な
い
人
に
後
を
つ
け
ら
れ
た
り
、

突
然
連
れ
て
い
か
れ
そ
う
に
な
っ
た
ら
大

声
を
出
し
て
逃
げ
ま
し
ょ
う
。
防
犯
ブ
ザ

ー
や
笛
も
鳴
ら
し
ま
し
ょ
う
。「
助
け

て
！
」
と
い
う
大
き
な
声
の
か
わ
り
に
な

り
ま
す
。「
子
ど
も
一
一
〇
番
」
の
家
や

お
店
が
あ
っ
た
ら
、駆
け
込
み
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

町
民
サ
ー
ビ
ス
課
☎
内
線
二
〇
五
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京
急
バ
ス　
「
逗
子
駅
〜
川
久
保
〜
南
郷
中

学
校
」
線
の
運
行
ダ
イ
ヤ
が
変
わ
り
ま
す

　

路
線
バ
ス
は
運
転
免
許
を
持
た
な
い
人

に
と
っ
て
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
身
近

な
交
通
手
段
で
す
。
こ
の
春
よ
り
新
た
な

路
線
が
加
わ
り
、
南
郷
上
ノ
山
公
園
や
南

郷
中
学
校
地
域
の
利
便
性
が
向
上
し
ま
す
。

　
「
逗
子
駅
〜
川
久
保
〜
南
郷
中
学
校（
一

部
亀
井
戸
橋
経
由
）」
線
の
運
行
ダ
イ
ヤ

は
、
四
月
四
日（
月
）（
土
・
休
日
ダ
イ
ヤ

は
九
日（
土
）か
ら
）、
左
表
の
と
お
り
に

な
り
ま
す
。

JR逗子駅①のりば
行先 南郷中学校　行き
時刻 平　日 土・休日
6 ※49
7 ※49
8 00
9 00 00
10 00 00
11 00
12 00
13
14 40 00
15 40 00
16 40 00
17 40 00
18
※亀井戸橋経由

南郷中学校バス停（上り）
行先 逗子駅行き
時刻 平　日 土・休日
6
7 17
8 17 23
9 25 23
10 25 23
11 23
12 23
13
14 23
15 00 23
16 ※00 23
17 ※00 23
18 ※00
※亀井戸橋経由

川久保バス停（下り）
行先 南郷中学校　行き
時刻 平　日 土・休日
6
7 ※ 3
8 ※ 3 6
9 6 6
10 6 6
11 6
12 6
13
14 46 6
15 46 6
16 46 6
17 46 6
18
※亀井戸橋経由

川久保バス停（上り）
行先 逗子駅行き
時刻 平　日 土・休日
6
7 19
8 19 25
9 27 25
10 27 25
11 25
12 25
13
14 25
15 02 25
16 ※02 25
17 ※02 25
18 ※02
※亀井戸橋経由

炉
の
緊
急
停
止
に
伴
う

ご
み
減
量
の
ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

お　願　い

• 草木類は堆肥化しますので、犬のフンなどを混ぜ

ずに草木類のみで袋に入れて出してください。

• 容器包装プラスチックやミックスペーパーの分別

を徹底し、燃やすごみには入れないでください。

• 生ごみは水をよく切って出してください。

犬のフンと

混ぜないで！

1200

前年度

トン
燃やすごみ収集量の前年度比較（12-1月分）

今年度

1000

800

600

400

200

0

　

所
要
時
間
は
、
一
六
分
、
亀
井
戸
橋
を

経
由
す
る
も
の
は
、二
六
分
と
な
り
ま
す
。

問 

合
せ　

京
急
バ
ス
逗
子
営
業
所
☎
八
七

三

－

五
五
一
一

　

町
で
は
、
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
焼
却
施

設
使
用
停
止
に
伴
い
、
燃
や
す
ご
み
の
処

理
を
、
横
浜
市
の
焼
却
施
設
及
び
民
間
の

焼
却
施
設
に
委
託
す
る
と
と
も
に
、
燃
や

す
ご
み
の
減
量
呼
び
か
け
を
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
可
燃
系
ご
み
の
日
に
出
さ
れ
る

草
木
類
は
、
で
き
る
限
り
別
に
回
収
し
、

堆
肥
化
処
理
を
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
り
、
一
二
月
、

一
月
の
燃
や
す
ご
み
量
（
収
集
分
）
が
、

前
年
度
比
で
、一
九
〇
㌧
減
量
し
ま
し
た
。

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

引
き
続
き
、
減
量
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問 

合
せ　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
☎
八
七
六

－

一
一
五
三
・
環
境
課
☎
内
線
四
五
一
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お
知
ら
せ

近
代
美
術
館

葉
山
か
ら
の
お
知
ら
せ

☎
八
七
五

－

二
八
〇
〇

八
七
五

－

二
九
六
八

葉
山
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

☎
八
七
六

－

〇
一
一
〇

● 

視
覚
の
実
験
室　

モ
ホ
イ=

ナ
ジ
／
イ

ン
・
モ
ー
シ
ョ
ン

期 

間　

四
月
一
六
日（
土
）〜
七
月
一
〇
日

（
日
）

開 

館
時
間　

九
時
三
〇
分
〜
一
七
時
（
入

場
は
一
六
時
三
〇
分
）

休 

館
日　

月
曜
日
（
た
だ
し
五
月
二
日
は

開
館
）

【
関
連
企
画
】

●
対
談
「
モ
ホ
イ=

ナ
ジ
を
語
る
」

日 

時　

四
月
一
六
日（
土
）一
三
時
〜
一
四
時

費
用　

無
料

講 

師　

ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ハ
グ
（
モ
ホ
イ

=

ナ
ジ
財
団
理
事
長
）

聞 

き
手　

井
口
壽
乃
（
本
展
監
修
者
、
埼

玉
大
学
教
授
）

※
通
訳
あ
り

定
員　

八
〇
人
（
当
日
先
着
順
）

●
担
当
学
芸
員
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

日 

時　

四
月
二
十
九
日
（
金
祝
）、
五
月

五
日
（
木
祝
）、
六
月
一
八
日（
土
）

　

各
日
と
も
一
五
時
か
ら
。

費
用　

無
料　

※
申
し
込
み
不
要
（
要
観
覧
券
）

●
地
域
交
通
安
全
推
進
委
員
の
委
嘱

　

葉
山
警
察
署
管
内
の
地
域
交
通
安
全
推

進
委
員
一
五
人
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
任

期
は
平
成
二
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
で
す
。

● 

新
入
学
児
童
・
園
児
を
交
通
事
故
か
ら
守

る
運
動（
四
月
五
日（
火
）〜
一
一
日（
月
））

• 

交
通
事
故
に
直
結
す
る
、
悪
質
・
危
険

性
、
迷
惑
性
の
高
い
交
通
違
反
に
対
す

る
指
導
取
締
り
を
強
化
し
ま
す
。

• 

新
入
学
児
童
・
園
児
の
保
護
を
重
点
と

し
た
、街
角
ア
ド
バ
イ
ス
を
強
化
し
ま
す
。

• 

関
係
機
関
・
団
体
と
連
携
し
た
、
交
通

安
全
教
育
や
交
通
安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

等
を
推
進
し
ま
す
。

• 

各
種
広
報
媒
体
を
活
用
し
、
運
動
に
つ

い
て
の
広
報
啓
発
活
動
を
推
進
し
ま
す
。

●
神
奈
川
県
暴
力
団
排
除
条
例
の
施
行

　

平
成
二
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ

ま
す
。
暴
力
団
排
除
の
基
本
理
念
を
「
暴

力
団
を
恐
れ
な
い
」「
暴
力
団
を
利
用
し

な
い
」「
暴
力
団
に
協
力
し
な
い
」と
し
て
、

皆
が
一
体
と
な
り
暴
力
団
排
除
運
動
を
推

進
し
ま
し
ょ
う
。

●
訂　

正

　

三
月
号
の
「
オ
ウ
ム
真
理
教
関
係
特
別

手
配
被
疑
者
の
発
見
、検
挙
に
ご
協
力
を
」

の
記
事
で
「
菊
池
直
子
」
と
あ
り
ま
し
た

が
、
正
し
く
は
「
菊
地
直
子
」
と
な
り
ま

す
の
で
訂
正
し
ま
す
。


